
 

寒河江市さがえ心地体験住宅事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内でのワーケーションを希望する者及び本市への移住希

望者が、さがえ心地体験住宅を利用し、一定期間市内で生活体験をすることに

より、本市への移住定着を促進し、地域の活性化に資することを目的とした寒

河江市さがえ心地体験住宅事業（以下「事業」という。）を実施することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ ワーケーション 市外に住所を有する者が、主たる勤務地又は居住地から

離れ、テレワーク等を活用し、休暇等における市内での生活体験をしながら

仕事を行う働き方をいう。 

⑵ 移住希望者 市外に住所を有する者で、本市への移住を希望し、又は検討す

る者のうち、本市の移住担当窓口に移住相談をする者をいう。 

⑶ さがえ心地体験住宅 市外に住所を有する者が、本市での暮らしを手軽に

体験することができる、第３条に規定する市が設置する施設をいう。 

⑷ 同行者 市外に住所を有する者で、ワーケーションを希望する者又は移住

希望者と共に、さがえ心地体験住宅（以下「施設」という。）に滞在する者を

いう。 

（名称及び位置） 

第３条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

⑴ 名称 さがえ心地体験住宅 

⑵ 位置 寒河江市元町３丁目３番地の１９ 



 

（対象者） 

第４条 施設を利用できる者（以下「対象者」という。）は、次に掲げる要件の全

てに該当する者とし、同行者は第１号及び第４号から第６号までの要件に該当

するものとする。 

⑴ ワーケーションを希望する者又は移住希望者で、市内での生活体験を希望

するもの。ただし、市内に住所を有する者との婚姻又は転勤による転入予定

者は除く。 

⑵ 申請時点において、満２０歳以上であること。 

⑶ 同行者は４名以内であること。 

⑷ 外国人は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第

３１９号）その他の法令に基づき、日本国に永住権を有している者であるこ

と。 

⑸ 寒河江市暴力団排除条例（平成２４年市条例第１６号）第２条第２号及び同

条第３号に規定される者でないこと。 

⑹ 市が情報発信を行う媒体への写真等の掲載、ソーシャルネットワーキング

サービス等を介した情報発信、市からの依頼に基づくアンケート調査、取材、

撮影等に協力できること。 

（利用回数及び期間） 

第５条 施設は、同一の対象者及び同行者につき、通算４回まで利用することがで

きるものとし、１回の利用における期間は、３泊４日から３０泊３１日までと

する。ただし、同一の年度内に利用できる期間の合計は、最大９０泊までとす

る。 

２ ２回目以降の利用の開始は、前回の利用が終了した日から３０日経過した後

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、２回目以降の利用開始日が１２月１日から翌年２



 

月の末日までのときは、前回の利用が終了する日から利用することができる。 

（利用の申請） 

第６条 施設の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、利用する日の６

月前から１４日前までに、寒河江市さがえ心地体験住宅事業利用申請書（様式

第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し

なければならない。ただし、前条第３項の規定により前回の利用が終了する日

から引き続き利用を希望する者は、第２号から第４号までの書類の添付を省略

することができる。 

⑴ 寒河江市さがえ心地体験住宅事業利用計画書（様式第２号） 

⑵ 申請者の本人確認書類（運転免許証等の顔写真付きのものの写し） 

⑶ 同行者全員の本人確認書類（現在の住所地が記載されているものの写し） 

⑷ 車庫を利用する場合、運転者の運転免許証及び自動車の車検証の写し 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を認めな

いものとする。 

⑴ その利用が施設の設置の目的に反するとき。 

⑵ その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

⑶ その利用が暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。 

⑷ その利用が施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

⑸ その利用が施設の管理上支障があるとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

（利用の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用

の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、事業の実施に関し必要と認められるときは、利



 

用の決定に条件を付すことができる。 

３ 市長は、同じ日に施設の利用を希望する者が複数いる場合は、先着順に利用の

決定をするものとする。 

（利用の変更） 

第８条 前条の規定により施設の利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）

が、決定を受けた内容を変更しようとするときは、寒河江市さがえ心地体験住

宅事業変更利用申請書（様式第３号）に変更内容がわかる書類を添付して、市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、利

用の変更決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。 

（使用料） 

第９条 施設の利用に係る使用料は無料とする。ただし、次に掲げる費用について

は、利用者が負担するものとし、第１号及び第２号に係る契約、準備等は、利用

者が行うものとする（第１号及び第２号に規定する費用の負担、契約、準備等

は、連続して１０泊１１日以上利用する場合に限る。）。 

⑴ 電気使用料 

⑵ ガス使用料 

⑶ 飲食費その他日常生活に必要な消耗品の購入に要する費用 

（遵守事項） 

第１０条 利用者は、施設において、次に掲げる事項を守らなければならない。 

⑴ この要綱及び市長が別に定める施設利用についての留意事項を遵守し、そ

の指示に従うこと。 

⑵ 火気の取扱い及び寒冷期の給排水の凍結に注意すること。 

⑶ その他市長の指示に従うこと。 

（制限される事項） 



 

第１１条 利用者は、施設において、次に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為 

⑵ 興行、展示会その他これに類する催しの開催 

⑶ 文書、図書その他の印刷物の掲示又は配布 

⑷ 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補

者を支持する行為 

⑸ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為 

⑹ 近隣住民に迷惑を及ぼす行為 

⑺ 施設の全部若しくは一部の転貸又はその利用の権利の譲渡 

⑻ 危険物及び危険のおそれがある物の持ち込み 

⑼ 薬物、違法薬物又は危険ドラッグ等の製造、栽培、販売、保管及び陳列 

⑽ その他本事業の目的に反する行為 

（状況の調査） 

第１２条 市長は、必要があると認めたときは、利用者に対し報告を求め、又は調

査を行うことができるものとする。 

２ 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設に立ち入ることができ

るものとする。 

（決定の取消し） 

第１３条 市長は、第１０条及び第１１条の規定に反する行為があったと認める

ときは、施設の利用の決定を取り消すことができる。 

（事業の中止） 

第１４条 市長は、災害、その他のやむを得ない理由により事業の実施が困難であ

ると認めるときは、事業を中止することができる。 

（明渡し） 

第１５条 利用者は、利用期間が満了したとき、許可が取り消されたとき又は事業



 

が中止されたときは、直ちに、施設を明け渡さなければならない。 

（損害賠償） 

第１６条 利用者は、その利用により施設の建物及び備品等を損傷し、又は滅失し

たときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。た

だし、市長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りでない。 

２ 利用者は、施設の建物及び備品等に損害を与えたときは、直ちにその旨を市長

に届け出て、その指示を受けなければならない。 

３ 市長は、利用者が第１項の規定による原状回復を行わないときは、利用者の負

担において、これを行うことができる。この場合において、利用者は、何らの異

議を申し立てることはできない。 

４ 市長は、第１３条及び第１４条の規定に基づく決定の取り消し又は事業の中

止によって利用者が受けた損害について、その責を負わない。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年２月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第９条の規定は、令和４年５月１６日以後に利用を開始する者につ

いて適用し、同日前に利用を開始した者については、なお従前の例による。 


